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T按
臣 官 審 審 長 長

割 以 電 在 同 電 信 写

対文会厚 i お 番 号 (TA) R,055469 5 4 7 6 主 管

泊五 7 8年 丹 0 2日 1 8時 5 0分 中 国

；プジヌ
参企析調

7 8年 08月 2 0時 1 6分 本 省目付移
が j捧θ 一 大 使 総 領 事 代 理

二査 外 務 大 臣 殿

局地場厘

i~ I参北東西｜ 日中平和友好条約交渉（第 9回会談）
守，

第 15 0 2号 伍 秘 大 至 急

参北jtft¥
（限定鼠布）

往電第 l4 8 8号に関し

一(c( ~~ 旬 i 宇 2臼午後 3時半より 4時 45分まで 1時間 45分間にわたり（途中 4時から約 30 

長
酉車

分間の休けいを含む）第 9回全訟を行ったところ、概要次のとおり。 （場所及び出席

者lj、Jr,8回会談に同じ。）

l. 冒頭、幹副部長 l::t、本日は自分が会談を主幸いする番であるが、自分から先に発

・、

f 1y－二ア

言させていただきたいとして、次のとおり述べた。

( 1 ）昨日の会議でわれわれは大伎の徒出された反は権条項の第 1文についての日本
主主

長 参 注目き
mの新しい案文を注意深くうかがった。つまり、 fこの条約（j、特定の第三国に対 L

参政技一院 て向けられたものではないj という表現を「この条約ll、いずれかの第三国に対して

tM. 
吉国包二 向けられたものではないjというように書きかえる案文である。それを聞いて、われ

Ql Iオ 協 規 われは、ただちに［いずれかのj （注；中国語「某一個J）と「特定のjというふた

回 10雌 科

f< 1iI社専
つの言ばの持つ意味には何ら区別はないという感じを受けた。しかし、しん重を期す

参道内外 るためにわれわれはやはり真けんにしんはう強〈日本側のこの新しい案文を検討した

外 務 省
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電 信 写

( 2 ）残念ながら、われわt干の得た結論は、

。

日本側の提示した案文（；！、何も新しいも

のではなく、ただもとの案琴の基礎の上iこ「特定のj という言ばを fいずれかのj

i主・中国語 f菜一個J) という同義語に著き換えたにすぎないということである。

日本側（；！、中国側ljがこのように言うのは、( 3) 
ちょっと独断的であると言うかも知

れないが、決してそうではないと思う。大使は、既に 7月 24日の発言の中で、 「特

定の第三国jという言ばを fいずれかの第三国jととりかえても構わないとはっきり

言われたことを私t±覚えている。従って、中国側の上述の結論l.i、客観的なものでい

ささかも独断的なところがないことは明らかである。

( 4 ）中国のふるいことむぎに fせんじくーすりのお児主け換えてもくすりはとりかえ

（ 場 ） （ 苓 ）
0 不換やく 守＇o－’） という言い方があるが

日本側の提示したこのようないわゆる新しい案文は、中国{Rljの断じて考慮できない

(i王守中国語；換とうないJ

ものである。その理由については今までの中国側の発言の中で既に何回も表明したの

で私はここでくり返さないこととする。

( 5 ）要する仁、およそ中日共同戸明から後退するものであれば、どんな表現を使つ

ても、また、条約のどこに書き込んでも、中国側（；！絶対にそれに同怠することは出来

「この粂約U:、いずれかの第三国に対して向けられたものではないJない。従って、

という女のti];所については、第 3条第 1文に固執しないという日本側の意見も、やは

時

3年半も長百｜いてきた条約交

ケン

り何ら実際的意味はないので私りこれkl_上の話 lj省かせていただく。

( 6 ） 中 巴 ！ 提 山 川 渉 が 今 村 ん 山 時 点 （ 中 間 ： 「 関

'7 五lj} ) 1：達したと考えている。時（関五llJ

R055469-02 直者EF十
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情報公開1:

渉の進展を促し、早期妥結を期するため、中国側はここに 1つの重要かつ建設的な案

文を提出する。日本側の莫けんな検討をお願いする。

(7）中国側ti、反l討を粂項の第 1文を f両締約国が、この条約に基づいて平和友好

関係を強固にし発展させることは、第三国に対するものではないJ(j主：中国語、 「

締約双方扱きょ本条約芯回和発展和平友好関係不ぜ針対第三国的。 j）というよう iご

畜き換えることを提案する。しかし、中国側のこの提案には、一つの前提条件がある

。それはつまり［この糸約Lt、同締約国間の平和友好関係を強固にし発展きせること

を目的とする。 j という日本muが 7月22日仁提示した条約案文の第 1条をきく除す

べきであるということである。

( 8）中国｛閣の上述の新しい案文i立、政治的かく度からことを運び、大局に着がんし

て、くり返し検討し、しん重に考慮した上提出したものである。同時に中国側のこの

案文（j:、日本側の意見をじゅう分考慮に入れたものでもある。中国側（j:、既に最大の

譲歩をした。われわれは、真心を込めて中国側のこの新しい案文が日本組ljの御理解と

御同意を得られるよう希望する。また、われわれの条約交渉を円満に成功させるため

、E本側も同様に積極的な態度で、政治約な決断を下されるようわれわれは心から希

望する。ぉ互に共』こ努力しあって両国の善りん友好関係を絶えず発展させ、両国人民

が世々代々友好的に付き合って行くために新しいこうけんをしよう。

2. ここで本使より休Itいを提案し、 30分休けいした後じ会談を再開し、本位より

次のとおり発言した。

( 1 ）昨日私どもがf是出した新らしい提案が貴方の同意を得られなかったことは残念

である。しかしただ今は斡副部長から中国側の新しい提案をわれわれに提示されたe

外 務 省 R055469-03 
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電 信 写

秘密
三h二
思、

本
本電の主管変更その他については
問合せ係（ TEL2172）に連絡あ

われわれは中国側のこのよ？な積極的で建設的な態度を評価する。ただ今の御提案 t~

全〈新しいものであり、い〈つかの重要な問題を含んでいるので、われわれとしては

じゅう分に検討させていただきだいと忽う。その上でこの次の会談において私たちの

t揺すの結果をお答えしたいと考える。

( 2）われわれは l0日間以上にわたる今回の会談において、日中双方の努力により

相当大きな成果をあげたものと忠う。 日本側も中国側も問題のしよう点がどこにある

かをじゅう分理解し、 その上で莫けんな討論を重ねるととも仁、具体的な条約案文に

ついても検討を進めて米た。私たちの考えでは、 そろそろ種々の理〈つをあげて議論

を上下する段階（j過ぎて今や政治的に決断を求めるべき段階が近づいているように忽

ヲ。 重要な段階に入った止考えるので、本店 （；！：ここで終了 しわれわれも明日までに

種々検討して見たいと思う。

3. これに対し1幹副部長l立「同意するj と述べ、以上で本日の全談を終了した。次回

会談Ii明日午後 3時半より行なうことに合意した。

（了）

外 務 省 R 0 t:; t; AιQ-{l .t 
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Wilson Center Digital Archive Transcript - Japanese

極秘
 
  
総番号　（ＴＡ）　Ｒ０５５４６９　　５４７６　　主管
 
  
７８年　　月０２日１８時５０分　　中国発
 
  
７８年０８月０２日２０時１６分　　本省着　　アジア局長
 
  
外務大臣殿　　佐藤大使
 
  
日中平和友好条約交渉（第９回会談）
 
  
第１５０２号　極秘　大至急
 
  
（限定配布）
 
  
往電第１４８８号に関し
 
  
　２日午後３時半より４時４５分まで１時間４５分にわたり（途中４時から約３０分間の休けいを含む）第９回会談を行つたところ、概要次のとおり。（場所及び出席者は、第８回会談に同じ。）
 
  
１．冒頭、韓副部長は、本日は自分が会談を主さいする番であるが、自分から先に発言させていただきたいとして、次のとおり述べた。
 
  
（１）昨日の会議でわれわれは大使の提出された反は権条項の第１文についての日本側の新しい案文を注意深くうかがつた。つまり、「この条約は、特定の第三国に対して向けられたものではない」という表現を「この条約は、いずれかの第三国に対して向けられたものではない」というように書きかえる案文である。それを聞いて、われわれは、ただちに「いずれかの」（注：中国語「某一個」）と「特定の」というふたつの言ばの持つ意味には何ら区別はないという感じを受けた。しかし、しん重を期するためにわれわれはやはり真けんにしんぼう強く日本側のこの新しい案文を検討した。
 
  
（２）残念ながら、われわれの得た結論は、日本側の提示した案文は、何も新しいものではなく、ただもとの案文の基礎の上に「特定の」という言ばを「いずれかの」（注：中国語「某一個」）という同義語に書き換えたにすぎないということである。
 
  
（３）日本側は、中国側がこのように言うのは、ちよつと独断的であると言うかも知れないが、決してそうではないと思う。大使は、既に７月２４日の発言の中で、「特定の第三国」という言ばを「いずれかの第三国」ととりかえても構わないとはつきり言われたことを私は覚えている。従つて、中国側の上述の結論は、客観的なものでいささかも独断的なところがないことは明らかである。
 
  
（４）中国のふるいことわざに「せんじぐすりのおゆだけ換えてもくすりはとりかえない」（注：中国語；換とう（湯）不換やく（薬））という言い方があるが、日本側の提示したこのようないわゆる新しい案文は、中国側の断じて考慮できないものである。その理由については今までの中国側の発言の中で既に何回も表明したので私はここでくり返さないこととする。
 
  
（５）要するに、およそ中日共同声明から後退するものであれば、どんな表現を使つても、また、条約のどこに書き込んでも、中国側は絶対にそれに同意することは出来ない。従つて、「この条約は、いずれかの第三国に対して向けられたものではない」という文の場所については、第３条第１文に固執しないという日本側の意見も、やはり何ら実際的意味はないので私はこれ以上の話は省かせていただく。
 
  
（６）中国側は、われわれの交渉が今やかんじんな時点（中国語：「関　ケン　時　刻」（関　鎚　時　刻）に達したと考えている。３年半も長引いてきた条約交渉の進展を促し、早期妥結を期するため、中国側はここに１つの重要かつ建設的な案文を提出する。日本側の真けんな検討をお願いする。
 
  
（７）中国側は、反は権条項の第１文を「両締約国が、この条約に基づいて平和友好関係を強固にし発展させることは、第三国に対するものではない」（注：中国語、「締約双方根きよ本条約恐固和発展和平友好関係不ぜ針対第三国的。」）というように書き換えることを提案する。しかし、中国側のこの提案には、一つの前提条件がある。それはつまり「この条約は、両締約国間の平和友好関係を強固にし発展させることを目的とする。」という日本側が７月２２日に提示した条約案文の第１条をさく除すべきであるということである。
 



  
（８）中国側の上述の新しい案文は、政治的かく度からことを運び、大局に着がんして、くり返し検討し、しん重に考慮した上提出したものである。同時に中国側のこの案文は、日本側の意見をじゆう分考慮に入れたものでもある。中国側は、既に最大の譲歩をした。われわれは、真心を込めて中国側のこの新しい案文が日本側の御理解と御同意を得られるよう希望する。また、われわれの条約交渉を円満に成功させるため、日本側も同様に積極的な態度で、政治的な決断を下されるようわれわれは心から希望する。お互いに共に努力しあつて両国の善りん友好関係を絶えず発展させ、両国人民が世々代々友好的に付き合つて行くために新しいこうけんをしよう。
 
  
２．ここで本使より休けいを提案し、３０分休けいした後に会談を再開し、本使より次のとおり発言した。
 
  
（１）昨日私どもが提出した新らしい提案が貴方の同意を得られなかつたことは残念である。しかしただ今は韓副部長から中国側の新しい提案をわれわれに提示された。われわれは中国側のこのような積極的で建設的な態度を評価する。ただ今の御提案は全く新しいものであり、いくつかの重要な問題を含んでいるので、われわれとしてはじゆう分に検討させていただきたいと思う。その上でこの次の会談において私たちの検討の結果をお答えしたいと考える。
 
  
（２）われわれは１０日間以上にわたる今回の会談において、日中双方の努力により相当大きな成果をあげたものと思う。日本側も中国側も問題のしよう点がどこにあるかをじゆう分理解し、その上で真けんな討論を重ねるとともに、具体的な条約案文についても検討を進めて来た。私たちの考えでは、そろそろ種々の理くつをあげて議論を上下する段階は過ぎて今や政治的に決断を求めるべき段階が近づいているように思う。　重要な段階に入つたと考えるので、本日はここで終了しわれわれも明日までに種々検討して見たいと思う。
 
  
３．これに対し韓副部長は「同意する」と述べ、以上で本日の会談を終了した。次回会談は明日午後３時半より行なうことに合意した。
 
  
（了）
 



Wilson Center Digital Archive Translation - English

Number: (TA) R055469     5476  
Primary: Asian Affairs Bureau Director-General  
  
Sent: China, August 2, 1978, 18:50  
Received: MOFA, August 2, 1978, 20:16  
  
To: The Foreign Minister        
From: Ambassador Sato  
  
Treaty of Peace and Friendship between Japan and China Negotiations (9th Meeting)  
  
No. 1502 Secret Top Urgent  
(Limited Distribution)  
Re: Outgoing Telegram No. 1488  
  
On the 2nd, from 3:30 to 4:45 pm, the 9th meeting was held for an hour and 45
minutes (including a break in the meeting of approximately 30 minutes from 4:00). A
summary of its main points is as follows (place and participants same as at 8th
meeting):  
  
At the start, Vice Minister Han said that today was his turn to host the meeting and
that he would like to speak first. He spoke as follows:  
  
(1) At yesterday’s meeting, we listened attentively to the Ambassador’s presentation
of the Japanese side’s new draft on the first sentence of the anti-hegemony clause. In
short, it is a draft in which the declaration “This treaty is not directed against any
particular third country” is rewritten as “This treaty is not directed against any third
country.” On hearing this, we felt unable to make any distinction in meaning between
the words “any” (note: in Chinese, mou yige) and “any specific.” However, in order to
be careful, we examined seriously and patiently the Japanese side’s new draft.  
  
(2) Regrettably, we came to the conclusion that there is nothing new to the draft that
the Japanese side has presented and that it is nothing more than the replacing of
“any specific” with “any” (note: in Chinese, mou yige) on the basis of the original
draft.  
  
(3) The Japanese side may say that it is a bit arbitrary for the Chinese side to speak
this way, but I do not at all think so. I recall that the Ambassador said, in his
statement of July 24, that it would be fine to replace the words “any specific third
country” with “any third country.” Accordingly, it is clear that the conclusion of the
Chinese side just now is objective and not at all arbitrary.  
  
(4) In China, there is an old saying: to change form but not content (note: in Chinese,
huan tang buhuan yao). The Chinese side positively cannot consider the so-called
new draft that the Japanese side has presented. As for the reason, the Chinese side to
date has already expressed it any number of times, so I am not going to go over it
again.  
  
(5) In short, as a rule, if it is a retreat from the Sino-Japanese Joint Statement, no
matter what expression is used or where in the treaty it is written, the Chinese side
absolutely cannot agree to it. Accordingly, in regard to the place for the sentence
“This treaty is not directed against any third country,” the Japanese side’s idea that it
does not insist on its being Sentence 1, Article 3, is also without practical meaning, so
please allow me to dispense with further discussion of this.  



  
(6) The Chinese side considers that our negotiations have now reached the moment
of truth (note: in Chinese, guanjian shike). In order to advance the treaty
negotiations, which have dragged on for three and a half years, and for the sake of an
early settlement, the Chinese side here presents an important and constructive draft.
I ask for the Japanese side’s serious consideration.  
  
(7) The Chinese side proposes replacing the first sentence of the anti-hegemony
clause with “The solidifying and developing of relations of peace and friendship
between the the contracting parties on the basis of this treaty is not directed against
third countries.”  　(note: in Chinese, diyue shuangfang genju bentiaoyue konggu he
fazhan heping youhao guanxi bu shi zhendui  disanguo de). However, there is a
precondition to this proposal of the Chinese side. In short, it is the deletion of the first
clause of the treaty draft that the Japanese side presented on July 22: “This treaty’s
objective is the solidifying and developing of relations of peace and friendship
between the signatory countries.”  
  
(8) This new draft of the Chinese side is something that we have put forth, having
proceeded from a political angle and focused on the overall situation, after giving it
repeated examination and serious consideration. At the same time, this draft of the
Chinese side fully takes into consideration the Japanese side’s view. The Chinese side
has already made its greatest concession. We sincerely hope that this new draft of
the Chinese side is able to obtain the Japanese side’s understanding and agreement.
Also, in order to have our treaty negotiations succeed smoothly, we sincerely hope
that the Japanese side, too,  will similarly, with a positive attitude, make a political
decision. Working together, let us ceaselessly develop good-neighborly and friendly
relations between our two countries and make a new contribution so that the peoples
of our two countries associate in friendship with one another from generation to
generation.  
  
2. At this point I proposed a break. After a break of 30 minutes, we resumed the
meeting. I then spoke as follows:  
  
(1) It is regrettable that we were unable to obtain your side’s agreement for the new
proposal that we put forth yesterday. However, we have just been presented by Vice
Minister Han with a new proposal of the Chinese side. We appraise such a positive
and constructive attitude of the Chinese side. Your new proposal is a totally new one
and includes several important issues, so I would like you to allow us to give it our full
consideration. My idea is that we would then reply with the results of our examination
at the next meeting.  
  
(2) I think that, by the Japanese and Chinese sides working together over the course
of more than ten days of these meetings, we have obtained considerable results. The
Japanese and Chinese sides, in fully comprehending where lies the issue’s focus and
having repeated and serious discussions on that basis, have proceeded with
investigations regarding concrete treaty drafts. Our thinking is that now the phase of
discussing various arguments is passing and the phase of seeking a political decision
is approaching. I think that we have entered an important phase, so I would like to
end here today. We would like to try to examine various things by tomorrow.  
  
3. In response, Vice Minister Han said that he “agreed.” We thus ended today’s
meeting. We agreed to hold the next meeting tomorrow from 3:30 pm.  
  
(End)  
  


